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　６月 今年も味噌作りが始まりました。大町市平の花
見地区にある畑をお借りして、子どもから高齢の方ま
で参加して大豆の植え付け作業を行いました。三角鍬
の柄にロープを結んで畝を作った後、足跡をつけた穴
の中に２～３粒ずつ大豆を蒔き、鳥につつかれない様
に土をかけ押さえつけます。
　月に１度は畑に集まり草取り等の作業をおこない、

その後はお茶飲み会で話に花を咲かせます。
　10月には豆刈り、唐箕を使って脱穀、１～２月に
かけて味噌の仕込みをしていく予定です。
　味噌を作ることが目的ではなく、出来上がったつな
がり・楽しむことをモットーに活動しています。
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大豆から昔ながらのやり方で味噌を作ろう会

大町市北部地域で認知症予防の一環
として活動するこの会は、活動を始
めて３年目。 様々な世代のみなさん
が、楽しみながら活動しています。

昨年の様子『豆叩き』

昨年の様子『味噌の仕込み』（米麹作り）

大町市

※「療養型施設等」は療養型施設の他に有料老人ホーム、サービス付高齢者
　住宅等を含みます。

介護度別入所申込者の待機場所ごとの人数
（令和７年５月集計）
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特別養護老人ホーム入所希望者は262人
令和７年５月入所判定委員会

令和７年度
信州介護人材誘致・定着事業 のご案内【長野県】
長野県の補助で
介護の仕事で働きながら

介護資格を無料で取得

本事業は、マンパワーグループ株式会社が長野県より委託して実施しています。
受託事業者：マンパワーグループ株式会社 甲信支店　長野県長野市岡田町２１５－１フ－ジャーズ長野駅前ビル

　　　　　　　　　  　  　  ０１２０－５５７－１４８　  ☎ ０２６－２２８－１０６９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  https://www.manpower-nagano.jp/

無資格者
 ・未経験の方、資格がない方も介護施設で働
　きながら資格取得

有資格者 ≪復職支援プログラムで安心≫
 ・介護職員初任者研修や介護福祉士等の資格
　をお持ちの方

職場見学の上、しっかりと面談をして、
納得してからのスタート！

OJT時・研修時も給与が出るので安心

お問合せ・お申込先

信州介護人材誘致・定着事業 検  索

待　機　場　所

要介護度 在　　宅 老人保健
施　　設

介 護
医療院等

認 知 症
グループ
ホ ー ム

計

要介護３ 67 26 - 9 102

要介護４ 51 38 - 2 91

要介護５ 47 17 3 2 69

合　　計 165 81 3 13 262

詳しくは、下記ホームページでご確認いただくか、受託事業者宛てお問い合わせください。

介護のしごとに興味はありませんか？
子育てとの両立や資格取得を考えている方、また介護や福祉の就職先をお探しの
方にピッタリな事業をご紹介します。

経験に合わせた２つのプログラムでサポート

介護の仕事で働いてみませんか　　　“あなた”の力が必要です



３ ２

　北アルプス広域連合では、地域で高齢者をサポートできる方を募集しています。
　例えば、「買い物に行きたいけど移動手段がない」「みんなで集まって楽しく時間を過ごせるような
集まりの場がほしい」などといった高齢者のお困りごとや集いの場の提供を地域の力で支援していた
だける方を募っています。
　この研修は、そのようなお困りの方を助けたいという思いのある方の活動の第一歩となることを目
指しています。

令和７年
　　10月15日（水）：１日目
　　10月23日（木）：２日目
　　10月27日（月）：３日目
　※10月29日（水）
　　…池田町にお住まいの方の３日目

開 催 日  【全３日間】

北アルプス市町村会館（１日目・２日目）

※３日目の会場はお住いの市町村での
　分散開催
  10/27…大町市・松川村・白馬村・小谷村
  10/29…池田町

会　場

※開催日・会場については、参加人数等により、
　変更となる場合があります。変更の際は参加者
　に別途お知らせします。

高齢者支えあい活動研修
生活支援サービス事業従業者等養成研修　受講者募集

主催：北アルプス広域連合・大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村

９月26日（金）まで

募集期限

40名

募集定員

そ の 他

①すべての研修課程を修了後、修了証を交付
いたします。（全過程の受講が必要です。）

②昼食等は各自でご準備ください。

問合せ・申込先

研修修了者ができること
　過去にこの研修に参加された方の中には、地域
の通いの場を立ち上げて、高齢者の集まる場を作
られた方や、買い物や通院、地域の集まりなどに
行きたくても交通手段がなくて行けない方のため
の支援を行っている方などがいます。
　まずは何をやっていいかわからないと思います
が、この研修では、自分の地域ではどんな活動を
やっているかを知る機会にもなります。
　少しでも興味がありましたら、お住まいの地域
包括支援センター等もしくは広域連合までお問い
合わせください。池田町の集いの場で実際に活動されている様子

　地域の活動だけではなく、もっと介護の現場で働きたい方
は、基礎を学ぶ履修区分Ｂではなく、より高度な履修区分A
を受講いただくと、訪問介護事業所でヘルパーとして働くこ
とができます。身体介護のない利用者の生活援助にはなりま
すが、興味がございましたらお問い合わせください。

もっと介護に関わりたい

研修日程・研修科目【予定】

※１　救命入門（90分）は、１日目もしくは２日目のいずれかを受講いただきます。
※２　３日目は各市町村の会場での受講です。会場については、各市町村地域包括支援センター等にお問い合

わせください。【池田町会場については10/29開催】

介護の仕事に

　 興味がある！

７
令和

年度

どなたでも

　 無料で受講できます

どなたでも

　 無料で受講できます

（ ）

北アルプス広域連合　介護福祉課 （0261）22-7196

大町市役所  福祉課 高齢者・包括支援係 （0261）22-0420

池田町ふくしの相談係 （0261）61-5000

松川村地域包括支援センター （0261）62-3290

白馬村地域包括支援センター （0261）72-6667

小谷村地域包括支援センター （0261）82-3135

同世代の人たちへのボラ

ンティア活動をしてみた

いけど何をしたらいいか

わからない

分区修履目科修研間　　時程日

１日目

Ｂ・Ａ式講開　　）分02（02：9  ～00：9  

  9：20～10：20（60分） １　職務の理解
２　介護保険制度・地域福祉活動 Ａ・Ｂ

10：30～12：00（90分） ３　加齢に伴う心身の変化について Ａ・Ｂ

12：00～13：00（60分） 昼　食　休　憩

13：00～14：00（60分） ４　サービス提供の遵守事項 Ａ・Ｂ

14：10～15：40（90分） ５　救命入門　※１（詳細未定） Ａ・Ｂ

２日目

  9：00～10：30（90分） ５　救命入門　※１（詳細未定） Ａ・Ｂ

Ｂ・Ａ法方の助援活生　６）分09（01：21～04：01

12：10～13：10（60分） 昼　食　休　憩

13：10～14：10（60分） ７　サービス提供従業者の基本 Ａのみ

14：20～15：50（90分） ８　生活援助の実習（演習） Ａのみ

３日目
  9：30～11：30（120分） ９　地域支え合い活動の実習　※２ Ａ・Ｂ

Ｂ・Ａ式）了修（講閉　　～03：11
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徴収方法
普　通　徴　収

（納付書や口座引落しでの納付）

特　別　徴　収
（年金からの天引き納付）

対 象 者
年金年額18万円未満、65歳になってから
約６カ月が経過していない方等

年金年額18万円以上の方

通 知 の
発 送 日

令和７年７月15日発送 令和７年８月29日発送（予定）

同封されて
い る も の

・介護保険料納入通知書（納付書）
・説明文
※８月から特別徴収に切り替わる方には、

特別徴収開始通知書も同封します。

・特別徴収開始通知書
・説明文

納 め 方

【納付書払いの方】

期限までに金融機
関または市町村役
場で納めてくださ
い。

【口座振替登録済みの方】

月末までに登録した
口座の残高をご確認
ください。

年金からの天引き納付ですので、 
個別に納めていただく必要はあり
ません。
※支給年金から当月分・翌月分の２
　か月分の保険料が天引きされます。

■ 令和７年度所得段階別介護保険料額表

５ ４

　65歳以上の方がお支払いをする介護保険料額は、介護保険事業計画の作成に合わせ、３年に１度見直
しが行われます。
　また、段階を決める対象者の算定基準額については、老齢基礎年金の満額受給額に合わせて、随時見直
しが行われます。令和７年度の見直しの内容は以下のとおりです。

●第１・第２段階、及び第４・第５段階の間の所得基準額の一部について、800,000円から
809,000円に基準所得金額を見直しました。

　令和６年中の所得と令和７年度の市町村民税課税状況が確定したことにより、65歳以上の方の令
和７年度の介護保険料額が決定いたしました。決定した内容（納入月や金額）について、下の表のと
おり納付方法別（普通徴収・特別徴収）に通知をお送りしますので、ご確認ください。

年金を年額18万円以上受給されている方の介護保険料は、原則、年金から天引き
（特別徴収）されますが、次のような方は年金からの天引きとはなりません。

●  65歳になったばかりの方
●  他の市区町村から転入されたばかりの方
●  基礎年金を繰り下げ等により受給していない方
●  年金を担保に借入れをしている方
●  所得の更正により介護保険料の所得段階が下がった方

口座振替の登録を
すると納め忘れが
なくて安心ね !

普  通  徴  収 特  別  徴  収

■課税年金収入額 … 公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害
年金・遺族年金などは含まれません。

■合計所得金額 …… 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額
です。（第１段階～第５段階における合計所得金額には、公的年金等にかかる雑所得は含みません。）また、
長期・短期譲渡所得にかかる特別控除が適用される場合、この控除額を差し引いた金額となります。

令和７年度の保険料額が決まりました

見直しの内容 （令和７年度）

対　　象　　者
介護保険料額

年　額 月　額

・生活保護の受給者
・住民税が世帯全員非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
　が80万9,000円以下の方

19,836円 1,653円

住民税が世帯全員非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が

80万9,000円超120万円以下 26,796円 2,233円

120万円超 47,676円 3,973円

世帯に住民税課税の方がいるが、保険料
を負担する本人は住民税非課税で、前年
の合計所得金額＋課税年金収入金額が

80万9,000円以下 62,640円 5,220円

80万9,000円超 69,600円 5,800円

保険料を負担する本人が住民税課税で
あり、前年の合計所得金額が

120万円未満 83,520円 6,960円

120万円以上210万円未満 90,480円 7,540円

210万円以上320万円未満 104,400円 8,700円

320万円以上420万円未満 118,320円 9,860円

10 420万円以上520万円未満 132,240円 11,020円

11 520万円以上620万円未満 146,160円 12,180円

12 620万円以上720万円未満 160,080円 13,340円

13 720万円以上 167,040円 13,920円

　65歳になられた月からおよそ６か月間の介護保険料の納付方法は、もれな

く普通徴収となります。この期間は、毎月お送りする納付書での納付または口

座振替（毎月末の口座引き落とし納付）により納付してください。

　その後、特別徴収に切り替わる際には、あらためてご案内いたします。

　口座振替での納付を希望される方は、各金融機関に口座振替依頼書を用意し

てありますので、窓口で必要事項を記入・押印のうえ提出してください。



徴収方法
普　通　徴　収

（納付書や口座引落しでの納付）

特　別　徴　収
（年金からの天引き納付）

対 象 者
年金年額18万円未満、65歳になってから
約６カ月が経過していない方等

年金年額18万円以上の方

通 知 の
発 送 日
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同封されて
い る も の
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※８月から特別徴収に切り替わる方には、

特別徴収開始通知書も同封します。
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13 720万円以上 167,040円 13,920円
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く普通徴収となります。この期間は、毎月お送りする納付書での納付または口

座振替（毎月末の口座引き落とし納付）により納付してください。

　その後、特別徴収に切り替わる際には、あらためてご案内いたします。
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てありますので、窓口で必要事項を記入・押印のうえ提出してください。
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　介護保険の認定をお持ちの方のうち、現在ご利用の「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は
令和７年７月31日までとなっています。これは短期入所・介護保険施設サービス利用時の食事代及
び居室代の金額に係わる認定証です。
　引き続き短期入所・介護保険施設サービスを利用される方は、忘れずに更新の申請をしてください。
申請については、施設の担当者やケアマネジャー等にご相談ください。

適用日（軽減が適用される日）についての注意事項

（※１）預貯金（定期預金含む）、有価証券（株式・国債など）、金・銀など、投資信託、タンス預金となります。
（※２）公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額（収入金額から必要経費に相当する金額を
　　    控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。）を指します。

≪負担軽減の認定要件≫

適用日は、申請を受け付けた日の属する月の１日からです。
（例：８月31日に申請受理した場合は８月１日から適用、９月１日に申請受理した場合は９月１

日からの適用となります。）
※郵送での申請の場合、投函日ではなく北アルプス広域連合もしくは市町村に申請書等が不備な

く到着した日が受付日となりますので、郵送が月末近くになる場合はご注意ください。

≪申請に必要なもの≫

≪提出について≫

●提出先：北アルプス広域連合介護福祉課または市町村介護保険担当窓口
  （書類については個人情報を含みますので、封筒に入れ、必ずのり付けなどして郵送するか、

窓口への提出により申請してください。）

●介護保険負担限度額認定申請書、同意書
●預貯金等の通帳などの写し（定期預金のページを含む）

①預貯金等の通帳は、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページとおおむね直近２
か月分のページの写しを提出してください。（年金の収入がわかるように）

②配偶者がいる場合は、ご夫婦それぞれの通帳等の写しが必要です。

介護保険負担限度額認定証更新のお知らせ

①  同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
②  配偶者が市町村民税非課税（世帯を分離している場合を含む）

この①及び②を満たしていて本人の収入状況・預貯金等の金額に応じた段階に区分されます。

介 護 保 険 負 担 割 合 証
交付年月日　　令和　　 年　　 月　　 日

番　　号

住　　所

フリガナ

氏　　名

生年月日 　　　　 年　　　　 月　　　　 日

利用者負担
の割合

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

適　用　期　間

割 開始年月日　令和  ７ 年  ８ 月  １ 日
終了年月日　令和  ８ 年  ７ 月  31日

被
　
　保
　
　険
　
　者

２ ０ ４ ８ ２ ６
大町市大町1058番地33
北アルプス広域連合
0261-22-6764

　
前
年
の
所
得
に
よ
り
負
担
割
合
を
判
定
し
て
い
ま
す
。

　
適
用
期
間
は
、
８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」

と
、
こ
の
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

利用者負担割合証の負担割合と所得区分

お問い合わせは　北アルプス広域連合か市町村の介護保険担当課へ
北アルプス広域連合　介護福祉課　　電話 ２２－７１９６

８月からの新しい負担割合証をお送りします

※その他の合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、
扶養控除などの所得控除をする前の金額です。

介
護
保
険
の
認
定
を
お
持
ち
の
方
、

総
合
事
業
の
申
請
を
さ
れ
て
い
る
方
に

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」　 

を

　
　
　
　
　
　 

お
送
り
し
て
い
ま
す
。

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」負担割合

１割・２割・３割のいずれか

額の等金貯預  況状入収の人本 （※１） 負担軽減の段階

◎生活保護を受給されている方 第１段階

◎本人の年金収入等（※２）が年額80万９千円以下の方 単身で650万円
夫婦で1,650万円以内 第２段階

◎本人の年金収入等が年額80万９千円超
　120万円以下の方

単身で550万円
夫婦で1,550万円以内 第３段階①

◎本人の年金収入等が年額120万円超の方 単身で500万円
夫婦で1,500万円以内 第３段階②

準　基　の　等　得　所合割担負

３　割

①と②両方に該当する方

①本人の合計所得金額が220万円以上
②本人と同じ世帯の65歳以上の方の【年金収入＋その他の合計所得金額】が　

単身世帯の場合340万円以上、２人以上世帯の場合463万円以上

２　割

①と②両方に該当する方

①本人の合計所得金額が160万円以上
②本人と同じ世帯の65歳以上の方の【年金収入＋その他の合計所得金額】が　

単身世帯の場合280万円以上、２人以上世帯の場合346万円以上

１　割
・２割、３割に該当しない方
・生活保護を受給されている方
・第２号被保険者（64歳以下）の方
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令和７年７月31日までとなっています。これは短期入所・介護保険施設サービス利用時の食事代及
び居室代の金額に係わる認定証です。
　引き続き短期入所・介護保険施設サービスを利用される方は、忘れずに更新の申請をしてください。
申請については、施設の担当者やケアマネジャー等にご相談ください。

適用日（軽減が適用される日）についての注意事項

（※１）預貯金（定期預金含む）、有価証券（株式・国債など）、金・銀など、投資信託、タンス預金となります。
（※２）公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額（収入金額から必要経費に相当する金額を
　　    控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。）を指します。

≪負担軽減の認定要件≫

適用日は、申請を受け付けた日の属する月の１日からです。
（例：８月31日に申請受理した場合は８月１日から適用、９月１日に申請受理した場合は９月１

日からの適用となります。）
※郵送での申請の場合、投函日ではなく北アルプス広域連合もしくは市町村に申請書等が不備な

く到着した日が受付日となりますので、郵送が月末近くになる場合はご注意ください。

≪申請に必要なもの≫

≪提出について≫

●提出先：北アルプス広域連合介護福祉課または市町村介護保険担当窓口
  （書類については個人情報を含みますので、封筒に入れ、必ずのり付けなどして郵送するか、

窓口への提出により申請してください。）

●介護保険負担限度額認定申請書、同意書
●預貯金等の通帳などの写し（定期預金のページを含む）

①預貯金等の通帳は、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページとおおむね直近２
か月分のページの写しを提出してください。（年金の収入がわかるように）

②配偶者がいる場合は、ご夫婦それぞれの通帳等の写しが必要です。

介護保険負担限度額認定証更新のお知らせ

①  同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
②  配偶者が市町村民税非課税（世帯を分離している場合を含む）

この①及び②を満たしていて本人の収入状況・預貯金等の金額に応じた段階に区分されます。
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お問い合わせは　北アルプス広域連合か市町村の介護保険担当課へ
北アルプス広域連合　介護福祉課　　電話 ２２－７１９６

８月からの新しい負担割合証をお送りします

※その他の合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、
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額の等金貯預  況状入収の人本 （※１） 負担軽減の段階

◎生活保護を受給されている方 第１段階

◎本人の年金収入等（※２）が年額80万９千円以下の方 単身で650万円
夫婦で1,650万円以内 第２段階

◎本人の年金収入等が年額80万９千円超
　120万円以下の方

単身で550万円
夫婦で1,550万円以内 第３段階①

◎本人の年金収入等が年額120万円超の方 単身で500万円
夫婦で1,500万円以内 第３段階②

準　基　の　等　得　所合割担負

３　割

①と②両方に該当する方

①本人の合計所得金額が220万円以上
②本人と同じ世帯の65歳以上の方の【年金収入＋その他の合計所得金額】が　

単身世帯の場合340万円以上、２人以上世帯の場合463万円以上

２　割

①と②両方に該当する方

①本人の合計所得金額が160万円以上
②本人と同じ世帯の65歳以上の方の【年金収入＋その他の合計所得金額】が　

単身世帯の場合280万円以上、２人以上世帯の場合346万円以上

１　割
・２割、３割に該当しない方
・生活保護を受給されている方
・第２号被保険者（64歳以下）の方
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　６月 今年も味噌作りが始まりました。大町市平の花
見地区にある畑をお借りして、子どもから高齢の方ま
で参加して大豆の植え付け作業を行いました。三角鍬
の柄にロープを結んで畝を作った後、足跡をつけた穴
の中に２～３粒ずつ大豆を蒔き、鳥につつかれない様
に土をかけ押さえつけます。
　月に１度は畑に集まり草取り等の作業をおこない、

その後はお茶飲み会で話に花を咲かせます。
　10月には豆刈り、唐箕を使って脱穀、１～２月に
かけて味噌の仕込みをしていく予定です。
　味噌を作ることが目的ではなく、出来上がったつな
がり・楽しむことをモットーに活動しています。

８

もくじ

１

お問合せ
大町市北部地域包括支援センター　☎８５-００６２

大豆から昔ながらのやり方で味噌を作ろう会

大町市北部地域で認知症予防の一環
として活動するこの会は、活動を始
めて３年目。 様々な世代のみなさん
が、楽しみながら活動しています。

昨年の様子『豆叩き』

昨年の様子『味噌の仕込み』（米麹作り）

大町市

※「療養型施設等」は療養型施設の他に有料老人ホーム、サービス付高齢者
　住宅等を含みます。

介護度別入所申込者の待機場所ごとの人数
（令和７年５月集計）
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特別養護老人ホーム入所希望者は262人
令和７年５月入所判定委員会

令和７年度
信州介護人材誘致・定着事業 のご案内【長野県】
長野県の補助で
介護の仕事で働きながら

介護資格を無料で取得

本事業は、マンパワーグループ株式会社が長野県より委託して実施しています。
受託事業者：マンパワーグループ株式会社 甲信支店　長野県長野市岡田町２１５－１フ－ジャーズ長野駅前ビル

　　　　　　　　　  　  　  ０１２０－５５７－１４８　  ☎ ０２６－２２８－１０６９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  https://www.manpower-nagano.jp/

無資格者
 ・未経験の方、資格がない方も介護施設で働
　きながら資格取得

有資格者 ≪復職支援プログラムで安心≫
 ・介護職員初任者研修や介護福祉士等の資格
　をお持ちの方

職場見学の上、しっかりと面談をして、
納得してからのスタート！

OJT時・研修時も給与が出るので安心

お問合せ・お申込先

信州介護人材誘致・定着事業 検  索

待　機　場　所

要介護度 在　　宅 老人保健
施　　設

介 護
医療院等

認 知 症
グループ
ホ ー ム

計

要介護３ 67 26 - 9 102

要介護４ 51 38 - 2 91

要介護５ 47 17 3 2 69

合　　計 165 81 3 13 262

詳しくは、下記ホームページでご確認いただくか、受託事業者宛てお問い合わせください。

介護のしごとに興味はありませんか？
子育てとの両立や資格取得を考えている方、また介護や福祉の就職先をお探しの
方にピッタリな事業をご紹介します。

経験に合わせた２つのプログラムでサポート

介護の仕事で働いてみませんか　　　“あなた”の力が必要です


